
航空自衛隊達第１８号
航空自衛隊の教育訓練に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第３号）の規定に基

づき、航空自衛隊の基本教育に関する達を次のように定める。
昭和４１年７月１日

航空幕僚長 空将 牟田 弘国

航空自衛隊の基本教育に関する達（登録報告）
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附則
第１章 総則

（用語の意義）
第１条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に示すとおり
とする。
(1)「課程教育実施部隊等」とは、航空自衛隊の教育訓練に関する訓令（昭和４１年
航空自衛隊訓令第３号、以下「隊訓」という。）別表第１から第６までに掲げる課
程並びに隊訓第４９条第１項の規定により航空幕僚長（以下「空幕長」という。）
が定める別表第３及び第４に掲げる課程を置き、当該課程の教育の実務を担当する
部隊等をいう。
(2)「準課程講習」とは、隊訓第７８条の規定により部隊等の長が実施する講習のう
ち、基本教育の一部として実施する課程に準ずる講習をいう。
(3)「操縦士等」とは、航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令（昭和３
０年防衛庁訓令第２１号）第３条の規定による高級操縦士、上級操縦士、操縦士、
上級Ｈ操縦士及びＨ操縦士の技能証明を有する隊員をいう。

（部隊等相互間の協力）
第２条 部隊等の長は、基本教育の実施及び改善について、関係部隊等に対し積極的に
連絡調整を行なうとともに、他部隊等から支援依頼があった場合には、進んでこれに
協力するものとする。
第２章 課程による教育
第１節 課程の設置等

（幹部普通課程等の学生の資格）
第３条 隊訓第３３条に規定する幹部普通課程、幹部特別課程、指揮幕僚課程及び幹部
高級課程の学生の資格は、別表第１のとおりとする。



（飛行教育各課程の名称等）
第４条 隊訓第４２条に規定する飛行教育各課程の名称、期間及び飛行時間の基準並び
に学生の資格及び主要教育事項は、別表第２のとおりとする。
（准尉曹士術科教育各課程の名称等）

第５条 隊訓第４９条第１項第１号に規定する准尉曹士術科教育各課程（中級特技員の
課程を除く。）の名称、設置場所及び期間並びに学生の資格及び主要教育事項は、別
表第３のとおりとする。
（幹部術科教育各課程の名称等）

第６条 隊訓第４９条第１項第２号に規定する幹部術科教育各課程（術科専攻課程を除
く。）の名称、設置場所及び期間並びに学生の資格及び主要教育事項は、別表第４の
とおりとする。

第２節 教育の実施
（教育の実施）

第７条 課程の教育は、課程教育実施部隊等の長が、次条に定める課程教育実施基準及
び第９条に定める年度教育実施予定表により実施するものとする。
（課程教育実施基準）

第８条 課程教育実施基準は、別冊第１基本教育実施基準に基づき、次の表の左欄に掲
げる者が、右欄に掲げる課程について作成するものとする。

作 成 者 課 程
航空総隊司令官 隷下部隊に置く飛行教育各課程
航空支援集団司令官 隷下部隊に置く飛行教育各課程
航空教育集団司令官 隷下部隊並びに指揮監督下の学校に置く一般教育

各課程、飛行教育各課程及び術科教育各課程（術
科学校以外に置く課程を含む。）

航空開発実験集団司令官 隷下部隊に置く飛行教育各課程
航空安全管理隊司令 当該部隊に置く課程
幹部学校長 当該学校に置く各課程

２ 課程教育実施基準には、課程の名称、主要教育事項の細分（以下「教育課目」とい
う。）及びその配当時間の基準、主要教育事項又は教育課目の教育目標等を示すも
のとする。
（年度教育実施予定表）

第９条 年度教育実施予定表は、航空自衛隊年度業務計画等に基づき、前条第１項に定
める課程教育実施基準の作成者が、同項に示す表の区分に従い、課程教育実施部隊等
ごとに作成するものとする。

２ 年度教育実施予定表には、当該年度に実施する課程の名称、期間、実施回数、各期
の学生数、教育実施期間等を示すものとする。
第３章 準課程講習等による教育

（準課程講習）
第10条 準課程講習の名称、当該講習を担当する部隊等の長（以下「講習担当者」とい
う。）、設置場所及び期間並びに学生の資格、主要講習事項等は、別表第５（その１、
その２）のとおりとする。

２ 別表第５（その１）準課程講習の名称等の各準課程講習の目的及び主要講習事項は、
それぞれの準拠課程の目的及び主要教育事項に準じ、講習担当者が定めるものとす
る。
（講習の実施）

第11条 準課程講習は、講習担当者が、次条に定める講習実施基準及び航空自衛隊年度
業務計画等により実施するものとする。
（講習実施基準）

第12条 準課程講習の講習実施基準は、講習担当者が別冊第１基本教育実施基準に基づ
き第８条第２項に定める課程教育実施基準に準じて作成するものとする。
（委託教育の計画等）

第13条 委託教育の計画及び実施は、原則として空幕長が行なう。
（隊付教育の実施）

第14条 隊訓第２７条第３項の規定による隊付教育の実施は、別冊第１基本教育実施基



準に示すところによる。
第４章 教育の評価等

（検閲実施の基準等）
第15条 隊訓第５章の規定による教育の検閲実施の基準及び技能検定基準は、別に定め
る。
（その他の評価）

第16条 前条に定める以外のものによる教育の評価の細部要領については、防衛大臣直
轄部隊の長及び機関の長（幹部候補生学校長、術科学校長及び補給処長を除く。）が
定めるものとする。
（技術教育の標準化）

第17条 第８条第１項に定める課程教育実施基準の作成者は、それぞれの技術教育の教
育内容、教育実施の技法、手順等について統一し、標準化を図るものとする。

第５章 学生の取扱い等
（学生の服務及び管理の規定）

第18条 課程教育実施部隊等の長及び講習担当者は、学生の服務及び管理についての規
定を定めるものとする。
（学生の選考）

第19条 隊訓第１３条に規定する学生の選考は、空幕長又は空幕長の示すところにより、
任命権に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第４号）第４３条及び第７０条に基づき
隊員の入校（教育入隊を含む。）を命ずる者（以下「入校発令権者」という。）が行な
うものとする。

２ 入校発令権者は、学生を別表第１から第５までに定める資格に該当しない隊員から
選考しようとする場合には、あらかじめ空幕長の承認を受けるものとする。
（学生に対する教育の停止等）

第20条 課程教育実施部隊等の長及び講習担当者は、学生が次の各号のいずれかに該当
する場合には、当該学生に対する課程（準課程講習を含む。以下本条において同じ。）
の教育を停止することができる。
(1) 疾病等のため、課程履修の見込のない場合
(2) 成績が不良で所定の基準に達する見込のない場合
(3) 学生としてふさわしくない行為があった場合
(4) その他当該課程の学生として不適当と認める場合
２ 前項により教育を停止された学生の航空機操縦に関する能力の審査については、別
冊第２学生操縦能力審査要領によるものとし、その他の能力の審査については、課程
教育実施部隊等の長の定めるところによるものとする。

３ 別表第５（その１）準課程講習の名称等の各準課程講習の最終の学生操縦能力審査
は、講習担当者又はそれぞれの準拠課程が置かれている部隊の長が実施するものとす
る。
（次期編入等）

第21条 防衛大臣直轄部隊の長及び機関の長（幹部候補生学校長、術科学校長及び補給
処長を除く。）は、前条第１項第１号又は第２号の規定により教育を停止された学生
（自衛官候補生課程の教育を停止された者を除く。）のうち再教育することを適当と
認める者については、次期以降の課程において教育することができる。

２ 防衛大臣直轄部隊の長及び機関の長（幹部候補生学校長、術科学校長及び補給処長
を除く。）は、学生の素養に応じて当該学生に対し、課程の内容の一部を省略するこ
とができる。

第６章 報告
（報告）

第22条 航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集
団司令官、航空安全管理隊司令、幹部学校長及び自衛隊入間病院長は、別表第６に定
める報告（幹部学校長については、教育現況報告（１０－Ｔ５３(Ｄ)を除く。）を同
表に示す要領により空幕長（人事教育計画課教育室長気付）に提出するものとする（１
０－Ｔ６３－ ＡＲ(Ｄ)）、１０－Ｔ６２(Ｄ)、１０－Ｔ５３(Ｄ)、１０－Ｔ８－Ａ
Ｒ(Ｄ)）。

２ 講習担当者は、前項の規定に準じて報告を提出するものとする。
第７章 雑則



（学生の褒賞）
第23条 課程教育実施部隊等の長は、総合成績が優秀な学生に対し、当該課程の終了時
に褒賞を実施することができる。

２ 褒賞の実施できる課程及び人員については、別に示す。
（受託教育）

第24条 隊訓第８０条の規定により教育を受託した者に対する教育については、別に示
すもののほか、航空自衛隊の隊員に対する教育に準ずるものとする。
（委任規定）

第25条 この達の実施に関し必要な事項は、防衛大臣直轄部隊の長及び機関の長（幹部
候補生学校長、術科学校長及び補給処長を除く。）が定めるものとする。

附 則
１ この達は、昭和４１年７月１日から施行する。
２ 次の達は、廃止する。
（１）航空自衛隊の学校等及び教育部隊における教育訓練実施に関する達（昭和３３年
航空自衛隊達第２２号）

（２）学生に対するほう賞状授与に関する達（昭和３８年航空自衛隊達第１４号）
（３）航空自衛隊生徒の教育訓練課程に関する達（昭和３１年航空自衛隊達第２３号）
（４）学生操縦能力審査実施規則（昭和３５年航空自衛隊達第８号）
（５）操縦教育講習実施規則（昭和３５年航空自衛隊達第１９号）
３ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程、準課程講習、委託教
育及び受託教育は、この達の相当規定による課程、準課程講習、委託教育及び受託教
育として実施されたものとみなす。

附 則（昭和４１年１０月１３日航空自衛隊達第３０号抄）
１ この達は、昭和４１年１１月１日から施行する。

附 則（昭和４２年３月３０日航空自衛隊達第１１号）
この達は、昭和４２年４月１日から施行する。

附 則（昭和４２年７月２７日航空自衛隊達第２７号）
１ この達は、昭和４２年７月２７日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び准課程講習は、こ
の達の相当規定による課程、準課程講習として実施されたものとみなす。

附 則（昭和４２年１０月１９日航空自衛隊達第３９号）
この達は、昭和４２年１０月２５日から施行する。

附 則（昭和４３年７月１１日航空自衛隊達第１９号）
１ この達は、昭和４３年７月１１日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び准課程講習は、こ
の達の改正規定による課程、準課程講習として実施されたものとみなす。

附 則（昭和４４年４月２３日航空自衛隊達第１７号抄）
１ この達は、昭和４４年７月１日から施行する。

附 則（昭和４４年６月２７日航空自衛隊達第２６号）
１ この達は、昭和４４年７月１日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び准課程講習は、当
該課程等の教育が修了するまでの間、なお、従前の例による。

附 則（昭和４４年９月２６日航空自衛隊達第４０号）
この達は、昭和４４年１０月１日から施行する。

附 則（昭和４５年１月２１日航空自衛隊達第１号）
１ この達は、昭和４５年１月２１日から施行する。
２ 改定後の規定は、昭和４４年１２月１７日から適用する。
３ この達の適用日から施行の際までになされた事務処理は、改正後の規定によりなさ
れたものとみなす。

附 則（昭和４５年３月３１日航空自衛隊達第１０号）
１ この達は、昭和４５年４月１日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程は、当該課程の教育が
修了するまでの間、なお、従前の例による。

附 則（昭和４５年６月２３日航空自衛隊達第１７号）
この達は、昭和４５年７月１日から施行する。



附 則（昭和４５年７月１５日航空自衛隊達第１９号）
１ この達は、昭和４５年７月２０日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び準課程講習は、当
該課程等の教育が修了するまでの間、なお、従前の例による。

附 則（昭和４５年１２月２２日航空自衛隊達第２９号）
この達は、昭和４６年１月１日から施行する。

附 則（昭和４６年２月３日航空自衛隊達第２号）
この達は、昭和４６年３月１日から施行する。

附 則（昭和４６年６月１４日航空自衛隊達第２０号）
この達は、昭和４６年６月１４日から施行する。

附 則（昭和４７年３月１３日航空自衛隊達第１０号）
１ この達は、昭和４７年４月１日から施行する。
２ この達施行の際、すでに実施されている課程及び準課程講習は、旧規定によるもの
とする。

附 則（昭和４７年９月２６日航空自衛隊達第３０号）
この達は、昭和４７年１０月１１日から施行する。

附 則（昭和４８年３月１７日航空自衛隊達第４号）
１ この達は、昭和４８年４月１日から施行する。
２ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び準課程講習は、当
該課程等の教育が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和４８年９月２９日航空自衛隊達第２２号）
この達は、昭和４８年１０月１日から施行する。

附 則（昭和４８年１２月２１日航空自衛隊達第３６号）
１ この達は、昭和４９年１月５日から施行する。
２ この達施行前に、従前の規定による輸送機操縦教官課程を修了した者で、航空従事
者技能証明の航空機種別指定に関する達（昭和３４年航空自衛隊達第９号）によりＹ
Ｓ－１１の機種を指定されているものは、改正後の輸送機操縦教官（ＹＳ－１１）課
程を修了したものとみなす。

附 則（昭和４９年４月１１日航空自衛隊達第９号）
この達は、昭和４９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和４９年４月１１日航空自衛隊達第１０号抄）
１ この達は、昭和４９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和４９年４月２０日航空自衛隊達第１５号）
この達は、昭和４９年４月２０日から施行する。

附 則（昭和４９年８月１日航空自衛隊達第２５号）
この達は、昭和４９年８月１日から施行する。

附 則（昭和４９年８月１３日航空自衛隊達第２６号）
この達は、昭和４９年８月２６日から施行する。

附 則（昭和４９年１１月９日航空自衛隊達第３７号）
この達は、昭和４９年１１月９日から施行する。

附 則（昭和４９年１２月１８日航空自衛隊達第４０号）
この達は、昭和５０年１月１０日から施行する。

附 則（昭和５０年３月２２日航空自衛隊達第８号）
この達は、昭和５０年４月１日から施行する。ただし、別表第４の１に係る改正規定

は、同年７月１日から施行する。
附 則（昭和５０年１０月６日航空自衛隊達第１７号）

この達は、昭和５０年１１月１日から施行する。
附 則（昭和５０年１０月９日航空自衛隊達第１８号）

１ この達は、昭和５０年１０月９日から施行する。
２ この達の施行の際、現に教育が実施されている一般幹部候補生（一般幹部候補生試
験の合格者のうち、技術の研究開発、行政等に従事することとなる要員）及び薬剤科
幹部候補生に係る一般幹部候補生課程並びに昭和５０年度に教育が行われる３尉候補
者の課程については、なお従前の例による。

附 則（昭和５０年１１月２７日航空自衛隊達第１９号）
この達は、昭和５０年１１月２７日から施行する。



附 則（昭和５１年３月１０日航空自衛隊達第６号）
１ この達は、昭和５１年３月１５日から施行する。
２ この達施行の日までにこの達による改正前の第１初級操縦課程を修了している者に
対する初級操縦教育については、なお従前の例による。

附 則（昭和５１年５月２９日航空自衛隊達第１４号）
この達は、昭和５１年６月１日から施行する。

附 則（昭和５１年１２月１１日航空自衛隊達第３１号）
この達は、昭和５１年１２月１１日から施行する。

附 則（昭和５１年１２月１６日航空自衛隊達第３２号）
この達は、昭和５２年１月１日から施行する。

附 則（昭和５２年３月３１日航空自衛隊達第６号）
１ この達は、昭和５２年４月１日から施行する。
２ この達の施行の際現にこの達による改正前の准尉曹士術科教育各課程を履修してい
る者に対する教育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和５２年９月２８日航空自衛隊達第１５号）
１ この達は、昭和５２年１０月１日から施行する。
２ この達の施行前に、従前の規定により実施された輸送機操縦課程（ＹＳ－１１）、
輸送機操縦課程講習（ＹＳ－１１）、輸送機戦術課程及び操縦英語課程は、それぞれ
改正後の輸送機操縦（ＹＳ－１１）課程、輸送機操縦（ＹＳ－１１）課程講習、輸送
機戦術（ＹＳ－１１）課程及び地上準備課程として実施されたものとみなす。

附 則（昭和５３年１月１０日航空自衛隊達第１号）
この達は、昭和５３年４月１日から施行する。

附 則（昭和５３年３月１３日航空自衛隊達第８号）
この達は、昭和５３年３月３１日から施行する。

附 則（昭和５３年５月１１日航空自衛隊達第１２号）
この達は、昭和５３年５月１１日から施行する。

附 則（昭和５３年７月２１日航空自衛隊達第２３号）
１ この達は、昭和５３年７月２１日から施行する。
２ この達の施行前に、従前の規定により実施された空地作戦講習は、改正後の協同戦
術課程として実施されたものとみなす。

附 則（昭和５４年２月２６日航空自衛隊達第５号）
この達は、昭和５４年３月１日から施行する。

附 則（昭和５４年３月１２日航空自衛隊達第９号）
この達は、昭和５４年４月１日から施行する。

附 則（昭和５４年５月２２日航空自衛隊達第１５号）
この達は、昭和５４年５月２２日から施行する。

附 則（昭和５４年６月２２日航空自衛隊達第１７号抄）
１ この達は、昭和５４年６月２２日から施行する。

附 則（昭和５４年８月３日航空自衛隊達第１９号抄）
１ この達は、昭和５４年９月１日から施行する。

附 則（昭和５４年１２月２４日航空自衛隊達第２４号）
この達は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則（昭和５５年４月５日航空自衛隊達第６号）
この達は、昭和５５年４月５日から施行する。

附 則（昭和５５年８月１日航空自衛隊達第１１号）
１ この達は、昭和５５年８月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の飛行教育の課程及び準課程講習を履
修している者に対する教育並びに改正前の輸送機戦術（Ｃ－１）課程の教育について
は、昭和５６年３月３１日までの間、なお従前の例による。

附 則（昭和５５年１１月１５日航空自衛隊達第２２号）
１ この達は、昭和５５年１２月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前のＦ－４ＥＪ航空機整備員転換課程を
履修している者に対する教育については、なお従前の例による。

附 則（昭和５６年２月７日航空自衛隊達第１１号）
この達は、昭和５６年２月１０日から施行する。



附 則（昭和５６年４月３日航空自衛隊達第２５号）
この達は、昭和５６年４月３日から施行する。

附 則（昭和５７年３月１２日航空自衛隊達第４号）
この達は、昭和５７年３月１６日から施行する。

附 則（昭和５７年４月９日航空自衛隊達第１３号）
この達は、昭和５７年４月９日から施行する。

附 則（昭和５７年１２月１５日航空自衛隊達第３６号）
この達は、昭和５７年１２月２１日から施行する。

附 則（昭和５８年４月５日航空自衛隊達第７号）
この達は、昭和５８年４月５日から施行する。

附 則（昭和５８年９月２７日航空自衛隊達第１１号）
この達は、昭和５８年９月２７日から施行する。

附 則（昭和５８年１１月１１日航空自衛隊達第１５号）
この達は、昭和５８年１１月１５日から施行する。

附 則（昭和５８年１２月６日航空自衛隊達第２０号）
この達は、昭和５８年１２月６日から施行する。

附 則（昭和５９年１月３１日航空自衛隊達第４号）
この達は、昭和５９年１月３１日から施行する。

附 則（昭和５９年４月１１日航空自衛隊達第１２号）
この達は、昭和５９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和５９年４月１８日航空自衛隊達第１３号）
この達は、昭和５９年４月１８日から施行する。

附 則（昭和５９年６月３０日航空自衛隊達第１９号）
この達は、昭和５９年７月１日から施行する。

附 則（昭和５９年７月１０日航空自衛隊達第２０号）
この達は、昭和５９年７月１０日から施行する。

附 則（昭和５９年９月１９日航空自衛隊達第２４号）
この達は、昭和５９年１０月１日から施行する。

附 則（昭和６０年４月１５日航空自衛隊達第１４号）
この達は、昭和６０年４月１５日から施行する。

附 則（昭和６０年５月２０日航空自衛隊達第１６号）
この達は、昭和６０年６月１日から施行する。

附 則（昭和６１年１月３１日航空自衛隊達第４号）
１ この達は、昭和６１年２月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前のＣ－１３０操縦講習並びに一般幹部
候補生（一般幹部候補生試験の合格者及び部内選抜試験の合格者）及び薬剤科幹部候
補生に係る一般幹部候補生課程並びに飛行幹部候補生課程を履修している者に対する
教育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和６１年２月１０日航空自衛隊達第５号抄）
１ この達は、昭和６１年２月１０日から施行する。
２ この達による改正後の各達の規定は、昭和６０年７月１日から適用する。

附 則（昭和６１年２月２４日航空自衛隊達第７号）
１ この達は、昭和６１年４月１日から施行する。
２ この達の施行の際現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教育
については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和６１年４月５日航空自衛隊達第８号）
この達は、昭和６１年４月５日から施行する。

附 則（昭和６１年９月３０日航空自衛隊達第１７号）
１ この達は、昭和６１年９月３０日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の戦闘操縦（Ｔ－２）基礎課程、戦闘
操縦（Ｔ－２）課程及び幹部航空士（機上要撃管制及び機上航空警戒管制）講習を履
修している者に対する教育については、当該課程等の教育が修了するまでの間、なお
従前の例による。
３ この達の施行の際、現にこの達による改正前の戦闘操縦（Ｔ－２）基礎課程を履修
している者については、引き続きこの達による改正前の戦闘操縦（Ｔ－２）課程を履



修させるものとする。
附 則（昭和６１年１２月２６日航空自衛隊達第３６号）

１ この達は、昭和６１年１２月２６日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和６２年３月２０日航空自衛隊達第１４号）
この達は、昭和６２年３月２０日から施行する。

附 則（昭和６２年７月１６日航空自衛隊達第２６号）
この達は、昭和６２年７月２０日から施行する。

附 則（昭和６２年９月２４日航空自衛隊達第３１号）
この達は、昭和６２年１０月１日から施行する。

附 則（昭和６２年１２月９日航空自衛隊達第３６号）
１ この達は、昭和６３年４月１日から施行する。ただし、別表第５（その２）中 Ｙ
Ｓ－１１操縦講習の項の次に輸送機操縦（Ｃ－１３０）講習を加える改正規定は、昭
和６３年１月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和６３年３月２５日航空自衛隊達第４号）
１ この達は、昭和６３年４月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（昭和６３年４月８日航空自衛隊達第１１号）
この達は、昭和６３年４月８日から施行する。

附 則（昭和６３年７月２８日航空自衛隊達第２１号）
この達は、昭和６３年１０月１日から施行し、別表第５（その２）Ｔ－４操縦講習（長

期）、Ｔ－４操縦講習（短期）及びＴ－４教官操縦講習の規定は、同年７月２８日から
適用する。

附 則（昭和６３年９月３０日航空自衛隊達第２６号）
１ この達は、昭和６３年１０月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成元年２月２８日航空自衛隊達第４号抄）
１ この達は、平成元年２月２８日から施行する。

附 則（平成元年３月１６日航空自衛隊達第２５号）
この達は、平成元年３月１６日から施行する。

附 則（平成元年５月２９日航空自衛隊達第３３号）
１ この達は、平成元年５月２９日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前のＣＨ－４７Ｊ操縦講習を受講してい
る者に対する教育については、当該講習が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成元年９月５日航空自衛隊達第４１号）
この達は、平成元年９月２７日から施行する。

附 則（平成元年１１月９日航空自衛隊達第４８号）
１ この達は、平成元年１１月１０日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前のＴ－４教官操縦講習及びＴ－４操縦
講習を受講している者に対する教育については、当該講習が修了するまでの間、なお
従前の例による。

附 則（平成２年２月１３日航空自衛隊達第３号）
この達は、平成２年３月１日から施行する。

附 則（平成２年３月７日航空自衛隊達第８号）
この達は、平成２年４月１日から施行する。

附 則（平成２年３月２３日航空自衛隊達第１１号）
１ この達は、平成２年４月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成２年５月３１日航空自衛隊達第２３号）



この達は、平成２年７月１日から施行する。
附 則（平成２年７月１１日航空自衛隊達第２７号）

この達は、平成２年７月１１日から施行する。
附 則（平成２年９月１１日航空自衛隊達第２９号）

この達は、平成２年１０月１日から施行する。
附 則（平成３年３月１４日航空自衛隊達第８号）

１ この達は、平成３年３月１５日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の基本操縦（Ｔ－４）課程及び基本操
縦教官（Ｔ－４）課程を履修している者に対する教育については、当該課程が修了す
るまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成３年４月２３日航空自衛隊達第１９号）
この達は、平成３年４月２３日から施行する。

附 則（平成３年１０月２２日航空自衛隊達第２６号）
この達は、平成３年１０月２２日から施行する。

附 則（平成３年１２月２日航空自衛隊達第３０号）
この達は、平成３年１２月２日から施行する。

附 則（平成４年３月２７日航空自衛隊達第７号）
この達は、平成４年４月１日から施行する。ただし、３尉候補者課程の改正規定は、

同年９月１日から施行する。
附 則（平成４年４月１０日航空自衛隊達第２０号）

１ この達は、平成４年４月１０日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の第１初級操縦課程、第２初級操縦課
程または基本操縦課程を履修している者に対する教育については、なお従前の例によ
る。

附 則（平成４年７月１４日航空自衛隊達第３５号）
１ この達は、平成４年７月１５日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前のＵＨ－６０Ｊ操縦講習を受講してい
る者に対する教育については、当該講習が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成５年７月２８日航空自衛隊達第２６号）
この達は、平成５年７月２８日から施行する。

附 則（平成５年９月２１日航空自衛隊達第３５号）
この達は、平成５年１０月１日から施行する。

附 則（平成５年１０月１９日航空自衛隊達第３７号）
この達は、平成５年１０月１９日から施行する。

附 則（平成５年１１月２６日航空自衛隊達第４２号抄）
この達は、平成６年１月１日から施行する。［後略］

附 則（平成５年１１月３０日航空自衛隊達第４４号）
１ この達は、平成５年１１月３０日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の救難操縦課程を履修している者に対
する教育については、当該講習が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成５年１２月２２日航空自衛隊達第４６号）
この達は、平成５年１２月２２日から施行する。

附 則（平成６年６月２４日航空自衛隊達第２６号）
この達は、平成６年７月１日から施行する。

附 則（平成６年７月１３日航空自衛隊達第２８号）
この達は、平成６年８月１日から施行する。

附 則（平成７年２月２０日航空自衛隊達第５号抄）
この達は、平成７年４月１日から施行する。

附 則（平成７年７月２０日航空自衛隊達第２７号）
１ この達は、平成７年７月１７日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教
育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成８年３月２７日航空自衛隊達第７号）
この達は、平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成８年１２月４日航空自衛隊達第２１号）



この達は、平成８年１２月４日から施行する。
附 則（平成９年３月２８日航空自衛隊達第１２号）

１ この達は、平成９年３月２８日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の輸送機操縦（Ｃ－１）課程及び輸送
機操縦（Ｃ－１３０）課程を履修している者に対する教育については、当該課程が修
了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成９年６月１２日航空自衛隊達第１４号）
この達は、平成９年７月１日から施行する。

附 則（平成９年１０月９日航空自衛隊達第２３号）
この達は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成９年１２月１７日航空自衛隊達第２９号）
この達は、平成１０年１月５日から施行する。

附 則（平成１０年３月２３日航空自衛隊達第５号）
この達は、平成１０年３月３１日から施行する。

附 則（平成１０年３月２７日航空自衛隊達第７号）
この達は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１０年４月２０日航空自衛隊達第９号抄）
この達は、平成１０年４月２０日から施行する。

附 則（平成１０年５月１２日航空自衛隊達第１１号）
１ この達は、平成１０年５月１２日から施行する。
２ この達の施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び準課程講習は、
改正後の当該課程及び当該準課程講習として実施されたものと見なす。

附 則（平成１１年３月２４日航空自衛隊達第７号）
１ この達は、平成１１年４月１日から施行する。
２ この達の施行の際、現に従前の規定により実施されている課程及び準課程講習は、
改正後の当該課程及び当該準課程講習として実施されたものと見なす。

附 則（平成１１年５月２８日航空自衛隊達第１６号）
この達は、平成１１年６月１日から施行する。

附 則（平成１１年６月１０日航空自衛隊達第１８号）
この達は、平成１１年６月１６日から施行する。

附 則（平成１２年２月１５日航空自衛隊達第４号）
この達は、平成１２年２月１７日から施行する。

附 則（平成１２年３月２９日航空自衛隊達第１８号）
この達は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年５月２５日航空自衛隊達第３１号）
この達は、平成１２年５月２５日から施行する。

附 則（平成１２年１１月１日航空自衛隊達第４８号）
この達は、平成１２年１１月６日から施行する。

附 則（平成１２年１２月５日航空自衛隊達第５１号）
この達は、平成１２年１２月５日から施行する。

附 則（平成１２年１２月１１日航空自衛隊達第５３号）
この達は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則（平成１２年１２月１４日航空自衛隊達第５５号）
１ この達は、平成１２年１２月１４日から施行する。
２ この達の施行の際、現に従前の規定により実施された第１初級操縦課程、第１初級
操縦教官課程又は第１初級操縦教官機種転換課程は、それぞれ改正後の初級操縦課程、
初級操縦教官課程又は初級操縦教官機種転換課程として実施されたものと見なす。

附 則（平成１３年３月２３日航空自衛隊達第９号）
この達は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年３月３０日航空自衛隊達第２０号）
この達は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年６月４日航空自衛隊達第２５号）
この達は、平成１３年６月４日から施行する。

附 則（平成１３年８月２８日航空自衛隊達第３４号）
この達は、平成１３年８月２８日から施行する。



附 則（平成１３年１１月１日航空自衛隊達第３８号）
この達は、平成１３年１１月２０日から施行する。

附 則（平成１４年６月２８日航空自衛隊達第１４号）
この達は、平成１４年６月２８日から施行する。

附 則（平成１４年８月９日航空自衛隊達第１８号）
この達は、平成１４年８月１９日から施行する。

附 則（平成１５年２月１７日航空自衛隊達第３号）
この達は、平成１５年２月１７日から施行する。

附 則（平成１５年３月１４日航空自衛隊達第４号）
１ この達は、平成１５年３月１４日から施行する。
２ この達の施行の際、現にこの達による改正前の生徒基礎課程を履修している者に対
する教育については、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成１５年７月４日航空自衛隊達第２９号）
この達は、平成１５年７月１５日から施行する。

附 則（平成１６年３月２９日航空自衛隊達第７号）
この達は、平成１６年３月２９日から施行する。

附 則（平成１６年９月２８日航空自衛隊達第２３号）
１ この達は、平成１６年９月２８日から施行する。
２ この達の施行前に、現に従前の規定により実施された初級操縦課程、初級操縦教官
機種転換課程、計器飛行教官課程は、それぞれ改正後の初級操縦教官（Ｔ－３）課程、
初級操縦教官機種転換（Ｔ－３）課程、計器飛行教官（Ｔ－４）課程として実施され
たものと見なす。

附 則（平成１７年２月２２日航空自衛隊達第１号）
１ この達は、平成１７年２月２２日から施行する。
２ この達の施行の際、現に従前の規定により実施された戦闘機操縦課程は、改正後の
戦闘機操縦（Ｆ－１５）課程として実施されたものと見なす。

附 則（平成１７年３月３１日航空自衛隊達第９号）
この達は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年４月２０日航空自衛隊達第１５号）
１ この達は、平成１７年４月２０日から施行する。
２ この達の施行前に、従前の規定により実施された初級操縦課程は、改正後の初級操
縦教官（Ｔ－３）課程として実施されたものと見なす。

附 則（平成１７年７月１９日航空自衛隊達第２２号）
この達は、平成１７年７月１９日から施行する。

附 則（平成１７年８月１日航空自衛隊達第２３号）
この達は、平成１７年８月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２４日航空自衛隊達第１４号抄）
この達は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成１８年３月３０日航空自衛隊達第２３号）
この達は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年７月２６日航空自衛隊達第３５号抄）
この達は、平成１８年７月３１日から施行する。

附 則（平成１８年７月２８日航空自衛隊達第３６号）
この達は、平成１８年７月３１日から施行する。

附 則（平成１８年１２月２１日航空自衛隊達第４６号）
この達は、平成１８年１２月２１日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日航空自衛隊達第１号抄）
この達は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成１９年１月２４日航空自衛隊達第３号）
この達は、平成１９年１月２４日から施行する。

附 則（平成１９年５月２８日航空自衛隊達第２７号）
この達は、平成１９年７月１日から施行する。

附 則（平成１９年８月３１日航空自衛隊達第３９号）
１ この達は、平成１９年９月１日から施行する。
２ この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に



限り所要の修正の上使用することができる。
附 則（平成１９年９月５日航空自衛隊達第４３号）

この達は、平成１９年９月５日から施行する。
附 則（平成１９年９月１４日航空自衛隊達第４４号）

この達は、平成１９年９月１４日から施行する。
附 則（平成１９年１０月１１日航空自衛隊達第４９号）

この達は、平成１９年１０月１１日から施行する。
附 則（平成２０年３月２７日航空自衛隊達第９号）

１ この達は、平成２０年３月２７日から施行する。
２ 航空自衛隊の教育訓練に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第３号）第２２条
の９条に規定する空曹予定者課程については、平成２１年１月１日以降における空曹
予定者に係るものから実施するものとする。

３ この達施行の際、現に従前の規定により実施されている課程等は、当該課程の教育
等が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成２０年３月２８日航空自衛隊達第１２号）
この達は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年９月２９日航空自衛隊達第３３号）
この達は、平成２０年９月２９日から施行する。

附 則（平成２０年１１月１９日航空自衛隊達第３５号）
この達は、平成２０年１１月１９日から施行する。

附 則（平成２０年１２月２２日航空自衛隊達第３９号）
この達は、平成２１年１月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月２７日航空自衛隊達第９号）
この達は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年４月８日航空自衛隊達第１３号）
この達は、平成２１年４月８日から施行する。

附 則（平成２１年６月２３日航空自衛隊達第２０号）
この達は、平成２１年６月２３日から施行する。

附 則（平成２１年７月２９日航空自衛隊達第２８号）
この達は、平成２１年８月１日から施行する。

附 則（平成２１年９月２８日航空自衛隊達第３８号）
この達は、平成２１年９月２８日から施行する。

附 則（平成２２年１月１４日航空自衛隊達第１号）
この達は、平成２２年１月１４日から施行する。

附 則（平成２２年４月１日航空自衛隊達第８号）
この達は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年５月１８日航空自衛隊達第１２号）
１ この達は、平成２２年５月１８日から施行する。
２ この達の施行前に、従前の規定により実施された上級工作員課程は、改正後の上級
工作整備員課程として実施されたものと見なす。

附 則（平成２２年６月２５日航空自衛隊達第１５号）
１ この達は、平成２２年６月２５日から施行する。
２ この達の施行前に、従前の規定により実施された初級工作員課程は、改正後の初級
工作整備員課程として実施されたものと見なす。

附 則（平成２３年３月２５日航空自衛隊達第６号）
１ この達は、平成２３年４月１日から施行する。
２ この達施行の際現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教育に
ついては、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成２３年５月２０日航空自衛隊達第２３号）
この達は、平成２３年５月２０日から施行する。

附 則（平成２３年７月２６日航空自衛隊達第２９号）
１ この達は、平成２３年８月１日から施行する。
２ この達施行の際現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教育に
ついては、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成２３年８月３０日航空自衛隊達第３３号）



この達は、平成２３年８月３０日から施行する。
附 則（平成２３年１２月２日航空自衛隊達第４０号）

この達は、平成２３年１２月２日から施行する。
附 則（平成２３年１２月１５日航空自衛隊達第４２号）

この達は、平成２４年１月４日から施行する。
附 則（平成２４年７月２６日航空自衛隊達第４６号）

この達は、平成２４年７月２７日から施行する。
附 則（平成２４年９月１２日航空自衛隊達第４７号）

この達は、平成２４年９月１２日から施行する。
附 則（平成２４年１２月１７日航空自衛隊達第５９号）

この達は、平成２４年１２月１７日から施行する。
附 則（平成２５年１月２９日航空自衛隊達第２号）

１ この達は、平成２５年３月１日から施行する。
２ この達施行の際現にこの達による改正前の各課程を履修している者に対する教育に
ついては、当該課程が修了するまでの間、なお従前の例による。

附 則（平成２５年３月２６日航空自衛隊達第２９号）
この達は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、別表第２の３の表の改正規定

及び別表第５（その２）の改正規定（「同上」を「航空総隊司令官」に改める部分及び
「航空総隊司令官」を「同上」に改める部分に限る。）は、同年３月２６日から施行す
る。

附 則（平成２５年１１月７日航空自衛隊達第７８号）
この達は、平成２５年１１月７日から施行する。

附 則（平成２６年５月１日航空自衛隊達第４５号）
この達は、平成２６年５月１日から施行する。

附 則（平成２６年７月３１日航空自衛隊達第６０号）
この達は、平成２６年８月１日から施行する。

附 則（平成２６年９月１８日航空自衛隊達第７６号）
この達は、平成２６年９月１８日から施行する。

附 則（平成２７年１月５日航空自衛隊達第１号）
この達は、平成２７年１月５日から施行する。

附 則（平成２７年２月２４日航空自衛隊達第４号）
この達は、平成２７年２月２４日から施行する。

附 則（平成２７年９月３０日航空自衛隊達第２７号）
この達は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２７年１１月１２日航空自衛隊達第５４号）
この達は、平成２７年１１月１２日から施行する。

附 則（平成２８年３月２９日航空自衛隊達第３３号）
この達は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年４月１９日航空自衛隊達第３６号）
この達は、平成２８年４月１９日から施行する。

附 則（平成２８年４月２６日航空自衛隊達第３７号）
この達は、平成２８年５月１日から施行する。

附 則（平成２８年１２月１４日航空自衛隊達第５６号）
この達は、平成２８年１２月２０日から施行する。

附 則（平成２９年３月１３日航空自衛隊達第７号）
この達は、平成２９年３月１３日から施行する。

附 則（平成２９年５月１２日航空自衛隊達第２１号）
この達は、平成２９年５月１２日から施行する。

附 則（平成２９年６月２３日航空自衛隊達第２７号）
この達は、平成２９年７月１日から施行する。

附 則（平成２９年７月３１日航空自衛隊達第３６号）
この達は、平成２９年７月３１日から施行する。

附 則（平成３０年３月２９日航空自衛隊達第５号）
この達は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年５月１５日航空自衛隊達第１２号）



この達は、平成３０年５月１８日から施行する。
附 則（平成３０年６月４日航空自衛隊達第１５号）

この達は、平成３０年７月１日から施行する。
附 則（平成３０年１１月１４日航空自衛隊達第２２号）

（施行期日）
１ この達は、平成３０年１１月１５日から施行する。
（経過措置）

２ この達施行の際現にこの達による改正前の航空自衛隊の基本教育に関する達の規定
により実施されている各課程は、この達による改正後の航空自衛隊の基本教育に関す
る達中の相当する各課程とみなす。
３ この達による改正後の航空自衛隊の基本教育に関する達別表第４の１の表航空機整
備幹部課程、隊務管理幹部課程及び情報通信幹部課程の項主要教育事項の欄に掲げる
事項で当該各課程の設置場所の欄に掲げる課程教育実施部隊等の所掌する事務でない
ものは、当分の間、当該課程教育実施部隊等の長が組織規則等において当該事項を所
掌する部隊等（隊務管理幹部課程に係るものにあっては、航空幕僚監部）にその実施
に係る支援の依頼をすることにより、当該事項を実施するものとする。

附 則（平成３１年１月２３日航空自衛隊達第１号）
この達は、平成３１年２月１日から施行する。

附 則（平成３１年３月２９日航空自衛隊達第２０号）
この達は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年４月９日航空自衛隊達第２２号）
この達は、平成３１年４月１５日から施行する。

附 則（平成３１年４月２４日航空自衛隊達第２４号）
この達は、平成３１年４月２５日から施行する。

附 則（令和元年５月２７日航空自衛隊達第２号）
この達は、令和元年５月２７日から施行する。

１ この達は、令和元年５月２７日から施行する。
附 則（令和元年６月１０日航空自衛隊達第４号）

（施行期日）
１ この達は、令和元年６月１０日から施行する。ただし、様式第１注及び様式第２注
の改正規定は令和元年７月１日から施行する。
（経過措置）

２ この達の施行の際、この達による改正前の航空自衛隊の基本教育に関する達に定め
る様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則（令和元年９月９日航空自衛隊達第１６号）
この達は、令和元年１０月１日から施行する。

附 則（令和２年２月４日航空自衛隊達第３号）
この達は、令和２年２月２９日から施行する。

附 則（令和２年３月２５日航空自衛隊達第１９号）
この達は、令和２年３月２６日から施行する。

附 則（令和２年３月２６日航空自衛隊達第２７号）
この達は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年９月２９日航空自衛隊達第５２号）
この達は、令和２年９月２９日から施行する。

附 則（令和２年１０月２９日航空自衛隊達第５４号）
この達は、令和２年１０月２９日から施行する。

附 則（令和２年１１月１１日航空自衛隊達第５５号）
この達は、令和２年１１月１１日から施行する。

附 則（令和３年４月２１日航空自衛隊達第４５号）
この達は、令和３年４月２１日から施行する。

附 則（令和３年５月２１日航空自衛隊達第４８号）
この達は、令和３年５月３１日から施行する。

附 則（令和３年１０月４日航空自衛隊達第７２号）
この達は、令和３年１０月４日から施行する。

附 則（令和３年１０月２２日航空自衛隊達第７３号）



この達は、令和３年１０月２９日から施行する。
附 則（令和３年１２月２０日航空自衛隊達第７６号）

この達は、令和３年１２月２０日から施行する。
附 則（令和４年２月２１日航空自衛隊達第８号）

この達は、令和４年２月２１日から施行する。
附 則（令和４年３月１７日航空自衛隊達第２４号）

この達は、令和４年３月１７日から施行する。
附 則（令和４年５月１６日航空自衛隊達第３８号）

この達は、令和４年５月１６日から施行する。
附 則（令和４年６月２４日航空自衛隊達第４４号）

この達は、令和４年６月２４日から施行する。
附 則（令和４年１０月３１日航空自衛隊達第４８号）

この達は、令和４年１０月３１日から施行する。
附 則（令和４年１２月２３日航空自衛隊達第５６号）

この達は、令和４年１２月２３日から施行する。
附 則（令和５年３月２３日航空自衛隊達第１８号）

この達は、令和５年４月１日から施行する。
附 則（令和５年５月３１日航空自衛隊達第２８号）

この達は、令和５年６月１日から施行する。
附 則（令和５年８月８日航空自衛隊達第３４号）

この達は、令和５年８月８日から施行する。
附 則（令和５年１０月３０日航空自衛隊達第４２号）

この達は、令和５年１１月１日から施行する。


